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1.はじめに 

昭和 51 年に「東海地震説」を当時の石橋克彦助手が発表した時から静岡県の地震対策は始まっ

た。それから 26 年が経ち,まだ,東海地震は発生していないが,きわめて切迫しているとの認識が

高まってきている。 

平成 10 年夏頃から,特に駿河湾西岸域での地震活動の低下が見られる。震源域付近での地震活

動の静穏化である。 

平成 13 年 4 月 3 日に発生した静岡県中部の地震は,M5.1 で静岡市内で震度 5 強を観測してお

り,滑り込むフィリッピン海プレート内の想定固着域の端に近いところで発生している。 

この部分での地震としては,この 5 年前の平成 8 年 10 月 5 日の川根直下の地震(M4.3)の地震が

ある。これらの地震が,普段とは異なる固着域の剥がれであるとすれば,東海地震のステージが変

わったことになる。 

最も新しい観測データとしては,東海地震想定震源域の西側でゆっくり滑りが進行している(ゆ

っくり地震の発生)ことなどがあげられる。 

また,地震予知という点については,当初ほどの確実性は失われてきており,突発型の地震をも

考慮した体制づくりも並行して行ってきた。 

静岡県では,平成 10 年度から平成 12 年度にかけて第 3 次地震被害想定を実施した。予知が困

難な場合についても想定を行っている。その結果は表 1 のとおりである。表 1 は,阪神・淡路大

震災時の被害と比較したものを掲げている。さらに,第 3次地震被害想定では,定量的な被害想定

だけでなく,定性的な被害想定として以下に示すものについても想定を行っている。 

①鉄道,高速道路等の大事故として,新幹線 1 列車の事故で死傷者数百人,高速道路上の大事故

で死傷者数十人から百数十人発生 

②海水浴シーズンの津波予測で,ピーク時には数千人から 1万数千人の漂流者発生 

③登山客の取り残されで,富士山登山ピーク時には 7000 人発生 
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このように,東海地震の切迫が再認識されているところであるが,地震への対応力を向上させる

ためには,専門的知識を体系的に修得した人材の養成が必要である。以下,防災士や地域防災指導

員等の養成及び活用の状況について述べる。 

 

 

2 防災教育の現状 

(1)静岡県防災士 

「静岡県防災士」は,地震,台風,大雨等による大規模災害に関する専門的知識を体系的に修得

した人材を育成するため,静岡県立大学において平成 8 年度から平成 12 年度までの 5 年間,県・

市町村職員,ライフライン関係者等を対象として,防災総合講座が開催されて防災に関する講義,

屋外研修等が行われ養成されたものである。 

講習修了者 237 人に対しては,防災の専門的知識等を修得した者であることを社会的に認知す

るため,「静岡県防災士」の称号が県知事名で付与された。 

防災総合講座の概要は,表 2 のとおりである。 
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実施状況は,表 2のとおりである。 

 

防災士の現状は,行政機関の職員,公共交通機関やライフライン各社の職員をはじめ,自主防災

組織のリーダーなどとして県内外に分布している。平成 12 年 2月には防災士会が設立され,機関

誌の発行,会員相互の意見交換などのほか,地域防災への貢献に必要な活動を行っている。 

今後,防災士会に対しては,最新の防災情報や活動の場を提供するとともに,市町村や関係機関

に対して防災士の積極的な活用について働きかけることとしている。特に,平成 13 年度から協働

による自主防災組織づくりを推進しており,防災士と自主防災組織との連携による地域防災活動

の強化を図っている。 

 

(2)地域防災指導員 

①自主防災組織の活性化の必要性 

阪神・淡路大震災の経験はその後の地震対策に大きな影響を及ぼした。行政機関だけでは,地震

直後の消火,救助は非常に困難であること,そのためには自主防災組織の強化が必要であること

などである。ボランティア活動の重要性も大きくクローズアップされた。また,寸断される道路,

使用が制限される港湾の状況から,広域応援が必要にもかかわらず思うような活動が困難であっ

たことなどである。 
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県下の自主防災組織の組織率はほぼ 100%であるが,以下のように幾つか課題がある。 

・地域や組織により活動状況に差がある。 

・住民の行政への依存度が高い 

・マンション,アパート,短期赴任者が多い地域では,連帯感が希薄である。 

・昼間の壮年層不在のため,この時間帯の自主防災活動に不安がある。 

・自主防災組織の役員の短期交替と高齢化等により,新たなリーダーが育ってない。 

訓練のマンネリ化等,自主防災組織の活動が停滞している。 

等があげられる。 

このようなことから,自主防災組織が抱える課題を解消し,組織の強化・活性化を図るため平成

13 年度に「自主防災組織活性化検討委員会」を設置し,提言を得たところである。提言によると,

自主防災組織と防災に関する知識と経験を有する人材や企業(事業所)等との「協働」による活動

の推進を基本として,自主防災活動を補強するため,「情報の共有化」,「ノウハウの普及」及び

「人材等の活用」の 3点を柱として様々な方策を進め,活性化を図るべきとしている。 

②地域防災指導員の養成 

このような報告を受けて,自主防災組織を専門的に指導できる人材として「地域防災指導員」

(愛称「自主防応援団」)の養成を行うこととした。 

この地域防災指導員は,図上訓練を中心とした実践的な訓練や避難所の運営などの実施方法の

研修を受けることとしている。対象者としては,消防団 OB,消防・警察等防災関係者 OB,災害ボラ

ンティア活動者,ベテラン防災委員などである。登録された指導員は,各々の地域において研修で

修得した防災活動の普及・促進を図ることとなる。県としては,定期的に防災情報を提供する等

の支援を行うこととしている。 

沼津市や静岡市の先進事例では,小中学校区単位に 1 名の指導員が配置されていることから,地

域防災指導員の配置は,概ね 10 組織に一名程度が効果的と考えられる。現在,県内には 5100 の自

主防災組織があることから,約 500 名の養成を見込んでいる。 

この地域防災指導員の位置づけは,市町村の主体的な運用を基本としており,在住している市町

村の自主防災組織に対して,各種の防災活動をきめ細かに指導し,組織の活性化を図るものであ

り,任命等に係る位置づけや名称は市町村によって異なっている。県は,研修を実施し,名簿を作

成し登録するが,県から直接防災業務の要請は行わない。(図 1参照) 
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具体的に期待していることは,各自主防災組織に対する巡回個別指導(効果としては,自主防災

組織の役員の育成,資質向上を期待),地域における実践的な訓練の普及促進(効果としては,災害

時における地域住民の対応力向上を期待),県や市町村からの防災情報の伝達・提供・広報,主要

施策の推進協力(効果としては,地域での防災情報の共有化,住民の防災意識の高揚,防災対策の

徹底を期待),地域の防災情報の収集,市町村や県への防災モニター(効果としては,地域防災の実

情把握,報告を期待)等である。 

③研修項目 

研修項目(関係資料)としては表 4のとおりである。 
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④災害図上訓練「DIG(DisasterImaginationGame)」 

DIG は,地域防災指導員が自主防災組織を指導する知識として重要なものである。DIG の効果と

しては「地図との対話によって,地域を深く理解できること」,「参加者の問に連帯感が生まれ,信

頼関係が育まれること」,「分野が異なる参加者とも連携や交流が図られること」があり,訓練の

ために非常に有効な手段である。 

DIG の流れは図 2のとおりである。また,事前に準備しておくものとしては,まず大きな地図(畳

2 畳程度)とその上に敷く透明シートが必要である。あとは,これに書き込んだり印を付けるのに

便利なシールなどを準備する。透明シートは一度書いたものを消すことができ,また,再度利用す

ることができる。 

準備する資料としては,被害想定データ,防災関係施設の配置資料などであるが,その地域で想

定される災害(建物倒壊,津波,崖山崩れ,道路閉鎖,火災など)に類似する実際の災害の記録写真

などがあればイメージが高まる。 

⑤避難所運営マニュアル 

自主防災組織の業務として避難所の運営は重要な事項である。研修内容としては,表 5 のとお

りである。 

避難所生活の計画を立てることは,いわば災害復旧時・復興時における応急的な地域社会づく

りを検討することであるので,地域住民にとって極めて重要な防災活動であることを理解させる

必要がある。 
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(3)災害ボランティアコーディネーターの養成 

静岡県では,地震等の災害時におけるボランティアの救援活動を,迅速かつ効率的に実施するた

め,ボランティアの活動拠点の設置・運営を担い,地域に参集するボランティアの受け入れ調整を

行う人材「災害ボランティアコーディネーター」の養成を行っている。 

①養成 

平成 8 年度から 12 年度の 5 年間に 709 人を養成した。その後も事情により実質的な人員が減

少しているため,毎年追加養成(30～50 人)を行っている。 

709 人の職業別内訳は,表 6のとおりである。 
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②研修内容 

講座座は,静岡県の地震対策,阪神・淡路大地震から学ぶ,災害救援と精神的ケアのあり方,ライ

フラインと緊急輸送路,ボランティアの受け入れ体制などであり,4 日間で行っていた。 

追加養成については同様の講座を 3日間で行っている。 

③災害ボランティア活動ファンドの造成 

平成 14 年度には,災害時におけるボランティア活動を支援するため,県ボランティア支援本部・

支部の立ち上げに要する経費の一部として基金を造成した。 

(4)公開講座の開催 

防災情報研究所が運営する静岡県地震防災センターでは,各種の展示をすると共に,地域の防災

力の向上を図るため,表 7のとおり公開講座を開催している。 
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3 結びに 

東海地震の切迫 i生が高まる中,防災体制をより強化しなければならない状況である。阪神・淡

路大震災でも明らかになったように,地震発生初期の救助の多くは近隣の者によるものである。

倒壊した家屋から効果的に人命を救えるか否かは,自主防災組織の活動にかかっているわけであ

り,その組織の活動の充実を図るためには,まず指導者のレベルアップが必要である。静岡県にお

いては,今後とも防災教育の充実,強化に取り組んでいきたい。 

 

 


